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令和４年１月発行 編集・発行 行橋市教育委員会

Vol.６ Education in Yukuhashi City

A 推進委員会
主題研究推進
学力向上推進
体力向上推進

Ｂ 推進委員会
生徒指導

いじめ・不登校
人権教育

特別支援教育
保健・安全

● 令和４年度 *コミュニティ・スクール全校実施に向けて
“ 行橋市コミュニティ・スクール意見交換会を実施しました ”

・日時：1/12（水）10：00～（於：行橋市中央公民館）
・出席者：各校区学校運営協議会メンバー 総勢４４名
・内容：学校運営協議会既設置校の活動報告・意見交換
・アドバイザー：森 保之氏（福岡教育大学教職大学院教授・文部科学省ＣＳマイスターｅｔｃ）

*コミュニティ・スクールの詳細はＶｏｌ．２をご参照願います

＜＜ 蓑島小学校の活動紹介 ＞＞
・時期：平成２８年度発足（２６～２７年度ＣＳ促進事業）
・目標：「蓑島の誇りを胸に夢を大切にする子どもの育成」
・組織：構成員１６名（組織図は以下の通り）

学校運営協議会
＜メンバー＞
区長会・漁業協同組合・老人会
公民館・民生委員・地域学識者
元学校評議員・ＰＴＡ（正・副）

＜役割＞

学習 安全 環境

各担当 各担当 各担当

行橋市教育委員会

指定・任命・意見

蓑島小学校
学校経営方針・学校運営・教育活動等

企画運営委員会

職員会議・研修

低学年・高学年部会

・令和３年の取り組み

説明

承認

意見
支援

＊ １月：親子合同避難訓練
＊ ３月：６年生を送る会
＊ ４月：１年生歓迎遠足（マテ貝掘り）

＊ ７月：海開き・クリーン作戦
＊ ８月：除草作業
＊ 9月：地域合同運動会
＊１０月：蓑島小運動会

校区敬老会
グランドゴルフ大会

＊１１月：老人会との交流
蓑島縦断持久走大会



２０２２年度 小学校５・６年生

「教科担任制」導入へ

行橋市教育委員会の情報はこちら▼
www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/educate/

“ 文部科学省 2021年12月２２日公表 ”

＜＜ 教科担任制とは？？ ＞＞
◆ひとりの教員が特定の科目を担当し、複数の学級で指導します。簡単にいえば現在の中学校のような仕組みです。

＜＜ 教科担任制導入の趣旨・ねらい＞＞
◆教材研究の深化等により、高度な学習を含め、教科指導の専門性を持った教師が多様な教材を活用してより熟練した

指導を行うことが可能となり、授業の質が向上。児童の学習内容の理解度・定着度の向上と学びの高度化を図る。
◆教師の持ちコマ数の軽減や授業準備の効率化により、学校の教育活動の充実や教師の負担軽減に資する。
◆複数教師（学級担任・専科教員）による多面的な児童理解を通じた児童の心の安定に資する。
◆小・中学校間の連携による小学校から中学校への円滑な接続（中１ギャップの解消等）を図る。 など

＜＜ 優先的に専科指導の対象とすべき教科（対象教科）について ＞＞
◆教科指導の専門性を持った教師によるきめ細かな指導と中学校の学びに繋がる系統的な指導の充実を図る観点から

外国語・理科・算数・体育について優先的に専科指導の対象とすべき教科とする
（出典：義務教育９年間を見通した教科担任制の在り方に係る文部科学省）

●末松信介文部科学相：2021年12月22日の記者会見より
来年度から1年で950人ずつ増やし、25年度までに計3800人を増員することで文科省と財務省が合意
25年度には週3・5コマで教科担任制が実施される計算になる

● 第６波到来 ～ 新型コロナの感染最多 ～

新型コロナウィルスに関する学校や児童生徒のガイドライン （令和４年１月２０日時点）

【登校できない期間について】

症状 対応 取扱い

・発熱等の風邪の症状がある場合
・同居家族に同様の症状がある
場合

・無理をせず、登校は控えてください。
・発熱等の風邪の症状がみられる時はかかり
つけ医や相談ダイヤル等に相談してください。

発熱等の風邪の症状が治るまでは、
「出席停止*」となります。

【体調が悪い時】

状況
検査を受ける人

登校 出席停止期間等
児童・生徒 家族

①保健所からの濃厚接触者の
判定を受け、検査をする場合 ● ×

感染した人と接触をした日から１０日間
※陰性が判明した場合でも、保健所の指示で

１０日間は「出席停止*」

● × 検査を受けることとなった日から検査結果で
「陰性」が判明するまで

②発熱等、風邪の症状のため医療
機関や検査場等で、検査をする場合 ● ● × 検査を受けることとなった日から検査結果で

「陰性」が判明するまで

【休校・学年・学級閉鎖等の判断】
状況 区分 出席停止期間等

学校内で複数の感染者が
確認された場合

臨時休校 複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が
高い場合、臨時休校を実施する

学年閉鎖 複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が
高い場合、学年閉鎖を実施する

学級閉鎖 文部科学省のガイドラインに基づき、感染の拡大状況、児童生徒へ
の影響を踏まえて、学校と日数を協議する（５～７日程度）

「出席停止*」により休んだ期間は欠席扱いになりません。

※新型コロナウィルスに感染しているかどうかを確認するために検査（ＰＣＲ・抗原）を
受ける時は登校できません。その場合、「出席停止*」となります。

※児童・生徒や同居家族が検査を受けることになった場合は、必ず学校に連絡してください。

“ 自分のため、みんなのため、そして大切な人のために、私たち一人ひとりが、できることをしっかりやっていきましょう ”

※感染状況等によって更新していきます。

※上記の日数はあくまでも目安です。感染状況によって変わることがあります。


